
旭川市路線バス乗務員確保対策助成金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は，本市の公共交通において重要な役割を担う一般乗合旅客自動車運送事業に従事す

る乗務員を安定的に確保することにより，本市の公共交通網を確保維持することを目的とし，一般乗合

旅客事業者に対し，その従業者が本市への移住及び就職に要した経費相当額又は大型自動車第二種免

許取得に必要な教習及び大型自動車第二種免許試験の受験資格特例教習の受講に要した経費の補填額

として本市が助成金を交付することに関して，必要な事項を定めるものとする。

（助成金の種類）

第２条 この要綱に基づく助成金は，次の各号に掲げるものとする。

（１）移住助成金

（２）免許取得支援助成金

（定義）

第３条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

(１) 移住助成金 第３号に規定する移住助成金対象従業者が本市への移住及び就職に要した経費の

補填額として交付する旭川市路線バス乗務員確保対策助成金

(２) 免許取得支援助成金 第４号に規定する免許取得支援助成金対象従業者が第７号に規定する大

型第二種教習，第８号に規定する特例教習，又はその両方の受講に要した経費の補填額として交付す

る旭川市路線バス乗務員確保対策助成金

(３) 移住助成金対象従業者 当該年度以降に第５号に規定する対象乗合事業者に運転操作に係る乗

務員として就職した者であって，その就職日の３０日前から就職日までの間に本市に転入した者を

いう。ただし，鷹栖町，東神楽町，当麻町，比布町，愛別町，上川町，東川町及び美瑛町から転入し

た者を除く。

(４) 免許取得支援助成金対象従業者 申請時点で４０歳以下の者で，当該年度の前年度以降に次号に

規定する対象乗合事業者に運転操作に係る乗務員として就職した後，第７号に規定する大型第二種

教習，第８号に規定する特例教習，又はその両方を受講する者で，過去に本助成金の申請実績のな

い者とする。ただし，当該年度の前年度に対象乗合事業者に運転操作に係る乗務員として就職し，

特例教習の受講に係る免許取得支援助成金を受け，当該年度に大型第二種教習の受講に係る免許取

得支援助成金を受けようとする者はこの限りではない。

(５) 対象乗合事業者 道路運送法(昭和２６年法律第１８３号)第４条の許可のうち，同法第３条第

１号イの種別を有する事業者で，市内に本社を有し，かつ市内を営業区域として現に運行している

者をいう。

(６) 大型第二種免許 道路交通法(昭和３５年法律第１０５号)第８４条第４項に規定する大型自動

車第二種免許をいう。

(７) 大型第二種教習 道路交通法第９８条に規定する自動車教習所において行われる教習のうち，

大型第二種免許取得に係る教習をいう。

(８) 特例教習 道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）第３４条第５項に規定する教習を

いう。



（助成対象者）

第４条 助成金の交付対象となる者（以下「助成対象者」という。）は，次の各号に定めるところによる

ものとする。

（１）移住助成金 対象乗合事業者であって，移住助成金対象従業者を雇用し，その者に対して本市へ

の移住及び就職に要した経費への補填である旨を明示し，金銭を支給する者とする。ただし，当該

移住助成金対象従業者が旭川市移住支援金交付要綱に定められる旭川市移住支援金及び免許取得

支援助成金の支給に係らない者に限る。

（２）免許取得支援助成金 対象乗合事業者であって，免許取得支援助成金対象従業者を雇用し，その

者が大型第二種教習，特例教習又はその両方を受講するために経済的な支援を行う者とする。ただ

し，当該免許取得支援助成金対象従業者が，申請年度内の交付決定後に大型第二種免許を取得（運

転経歴又は生年月日によって申請年度内の免許取得が不可と認められる者（以下「特例教習単独受

講者」という。）については特例教習を修了し，大型第二種免許の取得を誓約）する者であって，移

住助成金の支給に係らない者に限る。

（助成金の額）

第５条 助成金の額の算定は次の各号に定めるところによるものとし，本市の予算の範囲内とする。

（１）移住助成金の額

ア 移住助成金対象従業者が道外から本市へ転入した場合 １名につき定額３０万円

イ 移住助成金対象従業者が道内から本市へ転入した場合 １名につき定額１０万円

（２）免許取得支援助成金の額

（移住助成金の交付申請）

第６条 移住助成金の交付を受けようとする者は，移住助成金対象従業者を雇用した日から起算して３

月を超えない日までに別表１に掲げる交付申請書類を市長に提出しなければならない。ただし，市長が

やむを得ないと認める場合はこの限りではない。

（免許取得支援助成金の交付申請）

第７条 免許取得支援助成金の交付を受けようとする者は，免許取得支援助成金対象従業者が大型第二

種教習，特例教習，又はその両方の受講の申込みをした日から起算して３月を超えない日までに別表２

国の補助※を受けない場合

（大型第二種教習又は特例教習の教習料金①）×１／３（上限１０万円かつ，助成対象者が行う

経済的な支援の額を超えない額とする）…②（千円未満切捨て）

国の補助※を受ける場合

②≧（①－国からの補助額）のとき，（①－国からの補助額））の額

②＜（①－国からの補助額）のとき，②の額

※教育訓練給付制度及び地域公共交通確保維持改善事業（交通 DX・GX による経営改善支援事

業）による補助

なお，助成金の額の算定に用いる各教習料金は，入学金，技能教習，学科教習，教材費，運転

適性検査，写真事務連絡費等の合計額として教習所が定める料金とし，追加・延長・補習，再検

定・仮免許学科試験の再受験が必要な場合の料金及び冬期料金等を除く。



に掲げる交付申請書類を市長に提出しなければならない。ただし，市長がやむを得ないと認める場合は

この限りではない。

（助成金の交付決定）

第８条 市長は，助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）から第６条又は第７条の

規定に基づく申請があったときは，速やかに当該内容に係る審査を行い，助成金交付の可否を決定し，

旭川市路線バス乗務員確保対策助成金交付審査結果通知書（様式第３号）により申請者に通知するもの

とする。

（申請の取下げ）

第９条 申請者は，助成金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは，申請を取り下げ

ることができる。

２ 申請者が前項の規定により申請を取り下げることができる期間は，前条の規定による通知があった

日から３０日以内とし，取下げをしようとする者は，旭川市路線バス乗務員確保対策助成金交付申請取

下書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。

（内容の変更及び承認）

第１０条 申請者は，助成金の交付の決定の後において，天災その他特別の事情により，助成対象の内容

を変更又は実施しないときは，遅滞なく旭川市路線バス乗務員確保対策助成金変更・廃止申請書（様式

第５号）を市長に提出し，承認を受けなければならない。

２ 市長は，前項に規定する申請があったときは，速やかに当該内容に係る審査を行い，変更等の可否を

決定し，旭川市路線バス乗務員確保対策助成金変更・廃止審査結果通知書（様式第６号）により申請者

に通知するものとする。

（実績報告）

第１１条 第８条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者（以下「助成事業者」という。）は，

交付の決定を受けた助成金に応じて，次のとおり市長に報告を行うものとする。

（１）移住助成金 移住助成金対象従業者を雇用した日から起算して６月以内又は各年度３月末日の

いずれか早い日までに，別表３に掲げる実績報告書等を市長に提出しなければならない。

（２）免許取得支援助成金 免許取得支援助成金対象従業者が大型第二種免許を取得（特例教習単独受

講者については特例教習を修了）した日から起算して６月以内又は各年度３月末日のいずれか早い

日までに，別表４に掲げる実績報告書等を市長に提出しなければならない。

（助成金の額の確定）

第１２条 市長は，前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合は，当該報告書の審査及び必要に応

じて立入調査等を実施し，内容が交付の決定の内容に適合すると認めたときは，交付すべき助成金の額

を確定し，その額を旭川市路線バス乗務員確保対策助成金額確定通知書（様式第９号）により助成事業

者に通知するものとする。

（助成金の請求）

第１３条 助成事業者は，前条の規定に基づく助成金額の確定通知があったときには，旭川市路線バス

乗務員確保対策助成金交付請求書（様式第１０号）により，市長に助成金の交付を請求することができ

る。

２ 市長は，前項の規定による請求があったときは速やかに助成金を交付するものとする。



（現況報告）

第１４条 助成事業者は，交付を受けた助成金に応じて次のとおり現況報告を行わなければならない。

（１）移住助成金 移住助成金対象従業者を雇用し，６月を経過した日から起算して３０日以内まで

に，別表５に掲げる現況報告書等を市長に提出しなければならない。

（２）免許取得支援助成金 免許取得支援助成金対象従業者が大型第二種免許を取得（特例教習単独受

講者については特例教習を修了）し，１２月を経過した日から起算して３０日以内までに，別表６に

掲げる現況報告書等を市長に提出しなければならない。

（調査等）

第１５条 市長は，助成金の適正な交付を確保するため，申請者に対し，前条の規定に関わらず報告を求

め，事業所等に立入り，物件の調査又は関係者に質問する等の調査を行うことができる。

２ 申請者は，前項の規定による調査を受けたときは，これに応じなければならない。

（交付決定の取消し及び返還）

第１６条 市長は，助成金の交付決定を受け，又は助成金の交付を受けた申請に係る各助成金対象従業

者又は助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，助成金の交付決定を取消し，又は

既に交付した助成金について申請者に対して期限を定めて返還を命ずるものとする。

（１）移住助成金対象従業者の雇用から６月を経過した日において，その者の本市での居住が確認でき

ないとき

（２）移住助成金対象従業者の雇用から６月を経過した日において，その者の大型第二種免許の保有が

確認できないとき

（３）移住助成金対象従業者の雇用から６月を経過した日において，その者の雇用が確認できないとき

（４）移住助成金対象従業者の雇用から６月を経過した日において，その者の一般乗合旅客自動車運送

事業に係る乗務が確認できないとき

（５）免許取得支援助成金対象従業者の大型第二種免許取得（特例教習単独受講者については特例教習

の修了）から１２月を経過した日において，その者の雇用が確認できないとき

（６）免許取得支援助成金対象従業者の大型第二種免許取得（特例教習単独受講者については特例教習

の修了）から１２月を経過した日において，その者の一般乗合旅客自動車運送事業に係る乗務（特例

教習単独受講者については大型第二種教習の受講申込み）が確認できないとき

（７）偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

（８）助成金の交付内容の決定若しくはこれに付した条件又は変更決定の内容に違反したとき

(９）その他この要綱に違反したと認められるとき

（帳簿の保存）

第１７条 助成事業者は，助成に係る帳簿その他関係書類を備え，交付した年度の翌年度の初日から起

算して５年間保有するものとする。

（その他）

第１８条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この要綱は，令和５年４月１日から施行する。



附 則

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。

別表１（第６条関係）

別表２（第７条関係）

別表３（第１１条第１号関係）

別表４（第１１条第２号関係）

別表５（第１４条第１号関係）

１ 交付申請書(様式第１号)

２ 移住助成金対象従業者の住民票の写し

３ 移住助成金対象従業者の雇用を証明する書類

４ その他市長が必要と認めるもの

１ 交付申請書(様式第２号)

２ 免許取得支援助成金対象従業者が現に所有する運転免許証の写し

３ 免許取得支援助成金対象従業者の雇用を証明する書類

４ 免許取得支援助成金対象従業者が受講する教習の教習料金の支払いを確認できる書類

５ その他市長が必要と認めるもの

１ 実績報告書（様式第７号）

２ 移住助成金対象従業者に対して，交付決定額を支給したことを証する書類

３ ２に係る領収書又は金銭の授受があったことを証する書類

１ 実績報告書（様式第８号）

２ 免許取得支援助成金対象従業者の大型第二種運転免許証（特例教習単独受講者におい

ては特例路線バス乗務員確保対策教習の修了を証明する書類）の写し

３ 免許取得支援助成金対象従業者が受講した教習の教習料金の支払いに対し，助成対象

事業者が経済的な支援を行ったことを確認できる書類

４ ３に係る領収書又は金銭の授受があったことを証する書類

５ 免許取得支援助成金対象従業者が特例教習単独受講者である場合，誓約書

１ 現況報告書（様式第１１号）

２ 移住助成金対象従業者の大型第二種運転免許証の写し

３ 移住助成金対象従業者の６月間の雇用を証明する書類

４ 移住助成金対象従業者を雇用した日から起算して６月を経過した日において，その者

が一般乗合旅客自動車運送事業に係る乗務員として乗務したことを証明する書類

５ その他市長が必要と認めるもの



別表６（第１４条第２号関係）

１ 現況報告書（様式第１２号）

２ 免許取得支援助成金対象従業者が大型第二種免許を取得（特例教習単独受講者におい

ては特例教習を終了）した日から起算して１２月間の雇用を証明する書類

３ 免許取得支援助成金対象従業者が大型第二種免許を取得した日（特例教習単独受講者

においては特例教習を修了した日）から起算して１２月を経過した日において，その

者が一般乗合旅客自動車運送事業に係る乗務員として乗務（特例教習単独受講者につ

いては大型第二種教習の受講申込み）したことを証明する書類

４ その他市長が必要と認めるもの


